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４
月
１
日
か
ら
市
へ
県
の
事
務
・

権
限
が
移
譲
さ
れ
ま
す

　

市
は
４
月
１
日
か
ら
建
築
基
準
法
第
４

条
に
基
づ
く「
特
定
行
政
庁
」と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、県
(大
田
原
土
木
事
務
所
)

が
行
っ
て
い
る
建
築
確
認
な
ど
の
事
務
を

市
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

  《
特
定
行
政
庁
と
は
》

　

建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
の
長
の
こ
と

で
す
。

　

建
築
主
事
と
は
建
築
確
認
の
事
務
を
行

う
者
で
、
人
口
25
万
人
以
上
の
市
に
は
必

ず
置
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。25
万
人

未
満
の
市
町
村
で
も
知
事
の
同
意
を
得
て

建
築
主
事
を
置
く
こ
と
が
で
き
、
今
回
そ

の
同
意
を
得
て
特
定
行
政
庁
と
な
り
ま
す
。

  《
特
定
行
政
庁
に
な
る
と
》

　

現
在
、
県
が
建
築
物
の
確
認
・
検
査
お

よ
び
違
反
建
築
物
の
指
導
や
パ
ト
ロ
ー
ル

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
は

市
で
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
が
期
待
で
き
、
安
全
で
安
心

な
ま
ち
づ
く
り
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

○
建
築
確
認
が
市
の
事
務
と
な
る
こ
と
で
、

　

関
連
部
署
と
の
協
議
・
調
整
に
要
す
る

　

時
間
が
短
縮
さ
れ
、
事
務
処
理
を
迅
速

　

に
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
建
築
主
事
を
置
く
こ
と
で
建
築
に
関
す

　

る
相
談
に
つ
い
て
、
法
律
に
基
づ
く
明

　

確
な
応
答
が
で
き
ま
す
。

○
市
内
に
お
け
る
建
築
動
向
を
把
握
す
る

　

こ
と
が
で
き
、
土
地
利
用
計
画
や
都
市

　

計
画
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
建
築
行
政
が
身
近
に
な
り
、
住
民
の
意

　

向
が
反
映
し
や
す
く
な
り
、
自
主
的
な

　

ま
ち
づ
く
り
が
で
き
ま
す
。

○
消
防
・
防
災
部
局
と
の
連
携
に
よ
り
、

　

防
災
に
関
す
る
情
報
の
交
換
や
共
有
が

　

進
み
、
防
災
指
導
を
強
化
す
る
こ
と
が

　

で
き
ま
す
。

○
き
め
細
か
な
違
反
建
築
物
の
パ
ト
ロ
ー

　

ル
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
的
確
に
違
反

　

建
築
物
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

市
で
は
、「
建
築
基
準
法
」に
基
づ
く
す
べ

　

て
の
事
務
の
ほ
か
次
の
法
律
に
よ
る
事

　

務
な
ど
も
行
い
ま
す
。

○「
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す

　

る
法
律
」（
耐
震
改
修
促
進
法
）

○「
高
齢
者
・
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円

　

滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」（
バ
リ
ア

　

フ
リ
ー
法
）

○「
建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化

　

等
に
関
す
る
法
律
」（
建
設
リ
サ
イ
ク
ル

　

法
）

○「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関

　

す
る
法
律
」（
省
エ
ネ
法
）

○「
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関

　

す
る
法
律
」

○「
栃
木
県
ひ
と
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く

　

り
条
例
」

　

建
物
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
律
の
規
制
を

　

受
け
て
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の
基

　

本
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
建
築
基
準
法

　

で
す
。

　

こ
の
法
律
は
、
私
た
ち
の
生
命
・
健
康
・

　

財
産
を
守
る
た
め
、
地
震
や
火
災
な
ど

　

に
対
す
る
安
全
性
や
、
快
適
な
環
境
を

　

確
保
す
る
た
め
に
最
低
限
の
決
ま
り
を

　

定
め
た
も
の
で
す
。

　

今
回
、
基
本
的
な
手
続
の
流
れ
に
つ
い

　

て
ご
紹
介
し
ま
す
。計
画
す
る
建
物
ご

　

と
に
条
件
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
細
か

　

い
手
続
な
ど
に
つ
い
て
は
、
建
築
士
事

　

務
所
や
建
築
会
社
な
ど
に
ご
相
談
く
だ

　

さ
い
。

○
建
築
確
認
の
流
れ

①
建
築
確
認
申
請

　

建
物
の
新
築
や
増
改
築
を
行
う
場
合
、

　

工
事
を
始
め
る
前
に
建
築
確
認
申
請
書

　

を
提
出
し
、
建
築
の
計
画
が
法
律
の
規

　

定
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
審
査

　

を
受
け
ま
す
。

②
確
認
済
み
証
の
交
付

　

建
築
計
画
が
法
律
の
規
定
に
適
合
し
て
い

　

れ
ば
、確
認
済
み
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

※
確
認
済
み
証
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
、

　

工
事
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

③
工
事
着
手

※
着
手
後
、
中
間
検
査
が
必
要
な
場
合
も

　

あ
り
ま
す
。

④
工
事
完
了

※
工
事
が
完
了
し
た
と
き
は
、
４
日
以
内

　

に
完
了
検
査
の
申
請
を
行
わ
な
け
れ
ば

　

な
り
ま
せ
ん
。

⑤
完
了
検
査
申
請

※
建
築
主
事
な
ど
は
、
申
請
を
受
け
て
か

　

ら
７
日
以
内
に
検
査
を
行
い
ま
す
。

⑥
完
了
検
査
済
証
の
交
付

　

検
査
に
合
格
し
た
場
合
は
、
完
了
検
査

　

済
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

※
原
則
と
し
て
、
完
了
検
査
済
証
の
交
付

　

を
受
け
な
け
れ
ば
建
物
を
使
用
す
る
こ

　

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

⑦
建
物
の
使
用
開
始

■
問
い
合
わ
せ

　

建
築
住
宅
課
建
築
指
導
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
２
４

　

こ
れ
ま
で
県
が
行
っ
て
い
た
開
発
行
為

（
土
地
の
造
成
等
）
の
許
可
な
ど
に
関
す
る

事
務
は
、４
月
１
日
か
ら
市
が
行
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

・
許
可
申
請
が
必
要
な
開
発
行
為
の
面
積

　

お
よ
び
手
数
料
の
額
は
、
県
で
事
務
を

　

行
っ
て
い
た
と
き
と
同
様
で
す
。

・
開
発
登
録
簿
は
都
市
計
画
課
で
閲
覧
で

　

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

都
市
計
画
課
都
市
施
設
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
１
１

【
建
築
確
認
な
ど
に
関
す
る
事
務
】

【
開
発
行
為
の
許
可
に
関
す
る
事
務
】

●
建
築
主
の
皆
さ
ん
へ

●
特
定
行
政
庁
が
行
う
主
な
事
務


